
提案第１号 

 

合併の方式について 

 

稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町を廃し、その区域をもって

新市を設置する新設合併とする。 

 

又は  

 

中島郡祖父江町及び中島郡平和町を廃し、その区域を稲沢市に編入す

る編入合併とする。 



稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会の調整内容（案） 

 

協定項目 １ 合併の方式 

調整の内

容 

 稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町を廃し、その区域をもって新市を設置する新設

合併とする。 

 

 又は  

 

 中島郡祖父江町及び中島郡平和町を廃し、その区域を稲沢市に編入する編入合併とする。 

 

【提案理由】 



 

 



【参考事項】 

項  目  新設合併 編入合併 備  考  

名  称  

新たに市 町村の名 称を制定 する。  編 入 す る 市 町 村 の 名 称 と な る 。 条 例 を 改 正 す

ることに より名称 を変更す ることが できる。  

 

事 務 所 の

位置  

新たに事 務所の位 置を制定 する。   編 入 す る 市 町 村 の 事 務 所 の 位 置 と な る 。 条 例

を 改 正 す る こ と に よ り 事 務 所 の 位 置 を 変 更 す る

ことがで きる。※  

※  特 別 多 数

議 決 （ 2/3）

が 必 要  

議  員  

原則… 1 市 2 町の 議員はす べて身分 を失い、 合

併 後 50 日 以 内 に 新 た に 設 置 選 挙 が 行 わ れ

る。  

特例…次 のいずれ かによる ことがで きる。  

 ①  設置選挙にお いて、新 設合併特 例定数（ 法

定上限の 2 倍（ 34 人×2 倍＝ 68 人） まで）

とする。（ 定数特例 ）  

 ②  1 市 2 町の議 員全員（ 28 人 +18 人＋ 14 人＝

原 則 … 編 入 さ れ る 市 町 の 議 員 が 身 分 を 失 い 、 編

入する市 町の議員 の身分に 影響はな い。  

特例…次 のいずれ かによる ことがで きる。  

  ①  増 員 選 挙 及 び こ れ に 続 く 最 初 の 一 般 選

挙 に お い て 法 定 上 限 を 超 え た 定 数 （ 編 入 合

併特例定 数）とす る。（増加 分は編入 された

区域に配 分）（定数 特例）  

  【 試 算 】 稲 沢 市 に 祖 父 江 町 ・ 平 和 町 を 編 入

 



60 人 ） が 新 市 の 議 員 と し て 最 長 2 年 間

（ 17.3.1 合併の場 合、最長 19.2.28 まで ）

在任する。（在任特 例）  

する場合  

   祖 父江町選 挙区  28 人×23,163/100,270

＝ 6 人  

   平 和町選挙 区   28 人×13,505/100,270

＝ 4 人  

  ②  編 入 さ れ る 市 町 の 議 員 は 編 入 す る 市 町

の議員の 残任期間 だけ在任 する。この 場合、

更 に 最 初 の 一 般 選 挙 に お い て 編 入 合 併 特 例

定数を採 ることが できる。（ 在任特例 ）  

  【 試 算 】 稲 沢 市 に 祖 父 江 町 ・ 平 和 町 を 編 入

する場合  

   祖 父 江 町 ・ 平 和 町 の 議 員 全 員 が 稲 沢 市 議

会議員の 任期満了（ 19.9.30）まで在任 する。

首  長  

1 市 2 町の首長は すべて身 分を失い 、合併 後

50 日以内 に新たに 設置選挙 が行われ る。  

編 入 さ れ る 市 町 の 首 長 が 身 分 を 失 い 、 編 入 す

る市町の 首長の身 分に影響 はない。  

 



農 業 委 員

会委員  

原則… 1 市 2 町の 農業委員 会委員は すべて身 分

を失い、合併後新 たに選任（選挙）される 。

特例…選 挙による 委員につ いて、80 人～ 10 人の

範 囲 で 定 め た 数 の 者 に 限 り 、 引 き 続 き 、 新

市の農業 委員会委 員として 最長 1 年 間在任

すること が可能。  

原 則 … 編 入 さ れ る 市 町 の 農 業 委 員 会 委 員 が 身 分

を 失 い 、 編 入 す る 市 町 の 農 業 委 員 会 委 員 の

身分に影 響はない 。  

特 例 … 編 入 さ れ る 市 町 の 選 挙 に よ る 委 員 に つ い

て、40 人以内で定 めた数の 者に限り 、引き

続 き 、 新 市 の 農 業 委 員 会 委 員 と し て 編 入 す

る 市 町 の 委 員 の 残 任 期 間 ま で 在 任 す る こ と

が可能。  

 

そ の 他 の

特別職  

1 市 2 町の特別職 はすべて 身分を失 い、新 市で

新たに選 任（選挙 ）される 。  

編 入 す る 市 町 の 特 別 職 の 身 分 に 影 響 は な く 、

編入され る市町の 特別職は 全て身分 を失う。  

 

条例・規則

そ の 他 の

制度  

従来の条 例・規則 その他の 制度は失 効する。

（合併協 定に従っ て新たに 制定する。）  

編 入 す る 市 町 の 条 例 ・ 規 則 そ の 他 の 制 度 が 適

用 さ れ る 。（ 合 併 協 定 に 従 っ て 必 要 な 改 定 を 行

う。）  

 

 

 


